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第３章 開発許可技術基準

法第 条33

23 2 29 4令第 条の ～第 条の

20 27 5規則第 条～第 条の

１ 開発許可技術基準

法第 条は良好な市街地の形成を図るため開発行為の技術的基準を確保することをねらいとしており、許33

可権者はこれらの基準に適合すると認める時は許可しなければならない旨の義務を課した条文です。

なお、申請にかかる開発行為が市街化調整区域内の開発行為である場合には、第二種特定工作物にかかるも

のを除き、法第 条各号のいずれかに該当するものであることが必要となります。34

２ 開発許可技術基準の適用区分（法第33条第1項各号）

法第 条第 項各号の基準は、各々の開発行為に全ての許可基準が適用されるのではなく、当該開発行為33 1

の種類に応じて良好な市街地の整備に必要な基準のみが適用されます。

当該開発行為の種類は 「自己の居住の用に供する（開発行為 「自己の業務の用に供する（開発行為 」、 ）」、 ）

及び「その他（の開発行為 」に分けられ、適用される基準は、表－１のとおりです。）

（１ 「自己の居住の用に供する（開発行為 」） ）

開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用する住宅の建設のために行うものをいい、当然自

然人に限られることとなります。

（２ 「自己の業務の用に供する（開発行為 」） ）

当該建築物又は特定工作物において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、自己の業

務に係る営業資産であっても、自己が使用しないものは該当しません。また、文理上住宅は含まないので、

分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しません。

次に掲げるようなものが該当します。

○ ホテル、旅館 ○ 結婚式場

○ 会社自ら建設する工場、事務所、これらの敷地内における福利厚生施設（寮、社宅は除く）

○ 保険組合、共済組合の行う宿泊施設、レクリエーション施設

○ 学校法人の建設する学校

（３ 「その他（の開発行為 （非自己用ともいう）） ）」

上記（１）及び（２）以外の開発行為をいい、次に掲げるようなものが該当します。

○ 会社が従業員用に建設する寮、社宅

○ 別荘（生活の本拠でない）

○ 貸事務所、貸店舗、貸工場、貸倉庫、貸車庫、貸コンクリートプラント等

○ 分譲、賃貸の墓園の造成

○ 有料老人ホーム

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲法第三十三条

げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む ）に適合して。

、 、 、おり かつ その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは

開発許可をしなければならない。 （以下略）
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開発許可基準の適用区分表－１

建 築 物 第1種特定工作物 第2種特定工作物

第 条 自 自己業務用 そ 自 己 用 そ 自 己 用 そ33

第１項 基 準 内 容 己 の の の 備 考

各 号 住 他 他 他1ha 1ha 1ha 1ha 1ha 1ha

宅 未満 以上 未満 以上 未満 以上

１ 用途地域等への適合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２ 公共空地 道路

の確保等 消防水利

公 園 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 以上0.3ha

３ 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 給水施設 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 地区計画等への適合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 公共・公益施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ 防災・安全措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 災害危険区域等の除外 × × × ○ × × ○ × × ○

９ 樹木､表土の保全 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 以上1ha

緩衝帯 × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 以上10 1ha

輸送施設 × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 以上11 40ha

申請者の資力・信用 × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 以上12 1ha

工事施工者の能力 × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 以上13 1ha

関係権利者の同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○14

○：基準が適用されるもの。 ×：基準が適用されないもの
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３ 用途地域等の適合（法第33条第1項第1号）

開発行為を行う土地について建築基準法等により用途の制限が定められている場合には、予定建築物又は第一

種特定工作物の用途がこれに適合していなければなりません。

用途の制限に適合しているか否かは、建築又は建設の際に改めて確認されるところですが、基本的な事項であ

るため、造成の際にあらかじめ、チェックしておくことが望ましいので、このように規定されています。

また 「適合している」とは、これらの地域における建築又は建設の制限を受けない建築物、特定工作物、又、

はそれぞれの法律に基づく例外許可を受けたものをいいます。

４ 公共の用に供する空地の配置（法第33条第1項第2号）

本号は、開発許可段階で想定される予定建築物等の敷地の周辺に、予定建築物等の用途、敷地の規模、配置等

に応じて所要の利便施設を確保しようとする趣旨の規定です。

（開発許可の基準）

法第三十三条

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつ

ては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設置する

消防の用に供する貯水施設を含む ）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通。

行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の

主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合にお

いて、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

ハ 予定建築物等の用途

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置

（開発許可の基準）

法第三十三条

一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合してい

ること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途

に適合するものにあつては、この限りでない。

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地

区又は港湾法第三十九条第一項の分区（以下「用途地域等」という ）が定められている場合当該用途。

地域等内における用途の制限 建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十九条の二 こ（ （

れらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む ）又は港湾法第四十条第一項の条例。

による用途の制限を含む ）。

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く ）又は準都市計画区域内。

の土地に限る ）について用途地域等が定められていない場合建築基準法第四十八条第十三項及び第六。

十八条の三第七項（同法第四十八条第十三項に係る部分に限る （これらの規定を同法第八十八条第二。）

項において準用する場合を含む ）の規定による用途の制限。
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25 20 20 2 21 24本号を適用するにあたって必要な技術的細目は、令第 条並びに規則第 条、第 条の 、第 条、第

条及び第 条に規定されています。25

なお 「設計がこれ（都市計画）に適合している」とは、当該開発行為の設計が、これらの都市計画の実現を、

妨げるものでないことはもちろんのこと、技術的に可能であり、かつ、施工者に不当な負担にならない範囲にお

いて、できる限り都市計画の内容を実現すべきことを要求するという趣旨です。例えば開発許可を与えようとす

る地域内に都市計画決定された公共施設が定められている場合、その部分の空地の確保が原則許可要件となると

いうことです。
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５ 道路に関する基準

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目）

法第三十三条第二項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下令第二十五条

同じ ）に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号（法第三十五条の二第四項にお。

いて準用する場合を含む ）に関するものは、次に掲げるものとする。。

一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路

の機能が有効に発揮されるように設計されていること。

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル

以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、四メートル）以上の幅

員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の

規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが

著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業

活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置

されているときは、この限りでない。

三 市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為（主として第二種

特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七号において同じ ）。

にあつては、予定建築物等の敷地から二百五十メートル以内の距離に幅員十二メートル以上の

道路が設けられていること。

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル（主として住宅の建築の用に供す

る目的で行なう開発行為にあつては、六・五メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の

状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続している

こと。

五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。

道路の幅員）（

令第二十五条第二号 の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅規則第二十条

以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつ

ては六メートル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合に

あつては、八メートル 、その他のものにあつては九メートルとする。）

（令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路）

令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件規則第二十条の二

に該当するものとする。

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。

第３章 開発許可技術基準
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（１）道路の全般的基準（令第 条第 号）25 1

道路は、下記に留意して設計するものとします。

・都市計画において定められた道路の機能を阻害しないよう設計すること。

・開発区域外の既存道路の機能を阻害しないよう設計すること。

・接続道路は、開発区域内道路、開発区域外道路の機能が有効に発揮するよう設計すること。

・開発区域内の道路は、開発区域の規模、開発区域の周辺の道路の状況等を勘案して主要道路、区画道路

等を適切に配置すること。

（２）２号道路（予定建築物等の敷地が接する道路 令第 条第 号、規則第 条）25 2 20

ア 幅員

令第 条第 号は、予定建築物等の敷地が接することとなる道路の最小幅員を規定しています。25 2

予定建築物等の敷地と開発区域との関係は、予定建築物等の敷地と開発区域が同一である場合（図－１－

１）や、開発区域の中に複数の予定建築物等の敷地がある場合（図－１－２）があります。

この予定建築物等の敷地それぞれが、規定の幅員の道路に接していなければなりません。

その道路幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平

方メートル未満のものにあつては６メートル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると

認められる場合にあつては、８メートル 、その他のものにあつては９メートルとなっています。）

二 幅員が四メートル以上であること。

（道路に関する技術的細目）

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に規則第二十四条

掲げるものとする。

一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値

の横断勾配が附されていること。

二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられて

いること。

三 道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認

められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。

四 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安

全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続

が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通

行上支障がない場合は、この限りでない。

六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりか

どは、適当な長さで街角が切り取られていること。

七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

第３章 開発許可技術基準
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図－１－１ 図－１－２

イ 出入口

２号道路に予定建築物等の敷地の出入口が接することを原則とします。

ただし、道路管理者から当該２号道路に出入口を設けることを認められない場合など特にやむを得ない場

合は、２号道路に準じる道路に接して出入口を設けることができます （図－２）。

２号道路に準じる道路とは、２号道路に接続し、当該２号道路に至るまでがウの「２号括弧書き道路（小

区間道路）の基準 （P32）に準じ、かつ、当該開発許可による予定建築物等により発生する車両と従前の」

交通量を勘案して支障がない場合に限ります。

なお、当該２号道路に準じる道路に接する開発区域の部分には、エの「２号ただし書き道路（単体開発の

接続道路）の基準 （P33）に準じた道路後退が必要となります。」

図－２

原則道路後退する範囲

２号道路に準ずる道路

予定建築物等の敷地

出入口

２号括弧書き道路の
規定に準ずる区間

２号道路

第３章 開発許可技術基準
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ウ ２号括弧書き道路（小区間道路）

「小区間で通行上支障がない場合」は４メートル以上の道路とすることができます。

（改正施行日 平成 年 月 日）19 11 30

２号括弧書き道路（小区間道路）の基準

令第２５条第２号括弧書きの「小区間で通行上支障がない場合」とは、次に掲げる要件に該当する場合とす

る。

一 主としてその利用者が当該道路に面する敷地の関係者に限られる形状の道路の場合。

二 小区間道路の延長が、おおむね１２０ｍ以下の場合 （袋路状道路の場合は３５ｍ以下）。

三 小区間道路の両端が、幅員６ｍ（小区間道路の区間延長がおおむね７０ｍ以下で、既存道路の場合は

４ｍ）以上の道路（原則として、通り抜けているもの）に接続している場合。

なお、袋路状道路にあっては幅員６ｍ以上（既存道路の場合は４ｍ）の道路（原則として、通り抜けて

いるもの）に接続している場合。

ただし、都市計画区域外における住宅系の開発で交通量が少ない場合は、上記二号の１２０ｍを５００ｍ、

三号の７０ｍを３００ｍと読み替える。

「小区間で支障がない場合」の道路の計画は、下図を標準とします。

図－３ 図－４

図－５ 図－６
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図－７

エ ２号ただし書き道路（単体開発の接続道路）

既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為で、開発区域内に新たに道路が整備されない場合の敷地へ

の接道は、下記によることができます。

（改正施行日 平成 年 月 日）19 11 30

２号ただし書き道路（単体開発の接続道路）の基準

令第２５条第２号ただし書きの道路は、下表の規定幅員を満たし次に掲げる要件に該当する場合に適用する

ことができる。

一 周辺に既に建物が建ち並んでいるなど、道路整備が著しく困難である場合。

二 開発区域に接する主な既存道路の現況幅員が６ｍに満たないとき、当該道路が開発区域に接する部分の

道路中心から３ｍ後退し、後退部分を道路とする場合。

ただし、現況の道路幅員が５ｍ以上ある場合で市の道路管理者が後退不要とした場合又は開発面積が

０．１ 未満のときはこの限りでない。ha

※１ 道路の一部が狭小である場合で、狭小部分の幅員が上表の規定幅員の９割以上でその延長が３５ｍ以

下であるとき、又は、交通量が分散できる交差点から先の道路が規定幅員の９割以上の幅員があるとき

は規定幅員を満たすものとする （図－８）。

※２ 道路後退する範囲は、原則として当該道路に接する開発区域の部分とする。ただし、道路管理者との

協議により通行の安全等の点で支障がないと認められる場合は、当該道路に接する開発区域の出入口ま

での範囲とすることができる （図－９）。

0.3ha未満 0.5ha未満 1.0ha未満 3.0ha未満 5.0ha未満 10.0ha未満

住宅系

その他

住宅系 5.0ｍ以上 緩和なし

その他 5.0ｍ以上 6.0ｍ以上

住宅系

その他

準都市計画区域内

都市計画区域外

6.0ｍ以上

      5.0ｍ以上
6.0ｍ以上

4.0ｍ以上 5.0ｍ以上

開発区域

都市計画区域内
  4.0ｍ以上

緩和なし

6.0ｍ以上

      4.0ｍ以上

、※小区間道路の区間延長がおおむね７０ｍ以下で

両端道路が既存の場合は、両端道路の幅員は４ｍ

以上。

袋路状道路で、接続道路が既存の場合は、接続※

道路の幅員は４ｍ以上。


